
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　一　原判決中、主文第一項を次のとおり変更する。

　　　　　１　上告人らの控訴に基づき、第一審判決を次のとおり変更する。

　　　　　（一）被上告人らは、各自、上告人Ａ１に対し、一四六九万二一八一円

並びにうち一三六九万二一八一円に対する平成五年八月一七日から、及びうち一〇

〇万円に対する被上告人Ｂ１については平成七年三月一七日から、被上告人Ｂ２建

商株式会社については同月一八日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支

払え。

　　　　　（二）被上告人らは、各自、上告人Ａ２に対し、一四九七万六〇六八円

並びにうち一三九七万六〇六八円に対する平成五年八月一七日から、及びうち一〇

〇万円に対する被上告人Ｂ１については平成七年三月一七日から、被上告人Ｂ２建

商株式会社については同月一八日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支

払え。

　　　　　２　被上告人らの控訴を棄却する。

　　　　　二　訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人竹久保好勝、同大南修平、同齋藤尚之、同増井毅、同大塚由香、同鈴

木紀子、同角川圭司の上告理由について

　一　原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。

　１　被上告人Ｂ１は、平成五年八月一七日午後一時二○分ころ、埼玉県坂戸市ａ

ｂ丁目ｃ番ｄ号先の国道四〇七号線上の歩道寄りの第一車線を、被上告人Ｂ２建商

株式会社の保有する普通乗用自動車（以下「被上告人車」という。）を運転して走

行中、中央線寄りの第二車線に進路変更しようとした。Ｄは、普通乗用自動車（以

下「Ｄ車」という。）を運転して被上告人車の後方で第二車線を進行中であったと
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ころ、被上告人車が右のとおり第二車線に進路変更をしょうとするのを見て、ハン

ドルを右に転把したため、Ｄ車は、中央線を越えて対向車線に進入し、対向車線を

走行してきた普通乗用自動車と正面衝突した。

　２　本件事故により、Ｄ車の助手席に同乗していたＥは両側頸動脈断裂の傷害を

負って死亡し、後部座席に同乗していた上告人Ａ２は頭頂部切創、左手打撲の傷害

を負った。

　３　走行車線を第一車線から第二車線に変更しようとする場合、車両の運転者に

は、進路を変更する三秒前にその合図をするとともに第二車線の後方を走行する車

両の安全を確認する注意義務があるのに、被上告人Ｂ１は、これを怠り、第二車線

の後方を走行する車両の有無を確認せず、車線変更の合図もしないでハンドルを右

に転把して第二車線を走行中のＤ車の直前に進出した過失がある。

　４　Ｅ及び上告人Ａ２の弁護士費用分を除く損害は、次のとおりである。

　（一）Ｅ

　　　遺体搬送料　　　　　　六万六〇八○円

　　　逸失利益　　　　三九一三万八五一二円

　　　慰謝料　　　　　二〇〇〇万〇〇〇〇円

　　　葬儀費用　　　　　一二〇万〇〇〇〇円

　　　合計　　　　　　六〇四〇万四五九二円

　（二）上告人Ａ２

　　　治療費　　　　　　　　八万三六六〇円

　　　入院雑費　　　　　　　二万二一〇〇円

　　　休業損害　　　　　　一六万〇九八七円

　　　慰謝料　　　　　　　三一万〇〇〇〇円

　　　合計　　　　　　　　五七万六七四七円
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　５　ところで、Ｄは、走行中に先行車が急に進路を変更することもあり得るから、

前方の車両の動静に注意して進行すべき注意義務があるのに、進路の前方注視を怠

り、また、制限速度を約二〇キロメートル超過してＤ車を走行させたために本件事

故に至った。同人の過失割合は、三割五分が相当である。Ｄ及びＥは上告人らの子

であって、上告人Ａ２及びＥとＤとは、身分上、生活関係上一体の関係があったか

ら、Ｄの右過失は、被上告人らに対する関係において被害者側の過失としてしん酌

すべきである。

　また、Ｅにも、本件事故当時、シートベルトを装着していなかった過失があり、

右過失が本件事故の損害を拡大させた。同人の過失割合は、五分が相当である。

　したがって、被上告人らに対する関係において、Ｅの損害については四割、上告

人Ａ２の損害については三割五分の過失相殺をするのが相当であり、過失相殺後の

Ｅの損害額は三六二四万二七五五円、同上告人の損害額は三七万四八八五円となる。

　６　上告人らは、Ｅの両親として、Ｅの本件事故による損害賠償請求権を相続に

より二分の一ずつ取得した。

　７　自動車損害賠償保障法（以下「自賠法」という。）によりＤ車について締結

された自動車損害賠償責任保険契約（以下、同法により締結された自動車損害賠償

責任保険契約を「自賠責保険」という。）に基づき、上告人らはＥの損害の賠償と

して三〇〇〇万円、上告人Ａ２は自己の損害の賠償として二九万二八六〇円の支払

を受けた（以下、これらの支払額を「本件てん補額」という。）。

　二　本件訴訟は、上告人らが、上告人Ａ２はＥの相続人及び被害者として、上告

人Ａ１はＥの相続人として、被上告人Ｂ１に対しては民法七〇九条に基づき、被上

告会社に対しては自賠法三条に基づきその損害賠償を請求するものである。

　その請求額は、各上告人につきＥがてん補を受けるべき損害額（前記一４（一）

の損害の九割五分相当額）の二分の一の額から本件てん補額の二分の一の額を控除
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した残金、上告人Ａ２につき同上告人がてん補を受けるべき損害額（前記一４（二））

から本件てん補額を控除した残金に、各上告人につき弁護士費用の損害各一〇〇万

円を加算した金員並びに右各残金に対する本件事故発生日の翌日から、及び弁護士

費用の損害に対する訴状送達の日の翌日（被上告人Ｂ１については平成七年三月一

七日、被上告会社については同月一八日）から年五分の割合による遅延損害金であ

る。

　被上告人らは、本件てん補額は被上告人らが支払うべき前記一５の過失相殺後の

賠償額から控除すべきであると主張するのに対し、上告人らは、本件てん補額は上

告人Ａ２及びＥがてん補を受けるべき損害額から控除すべきであって、被上告人ら

が賠償すべき損害額から控除すべきではないと主張する。

　三　原審は、被上告人らの損害賠償責任を認めた上、Ｄ車についての自賠責保険

に基づいて上告人らに支払われた金員であっても、本件事故によって生じた損害を

てん補するために支払われたものというべきであるから、本件てん補額を被上告人

らが賠償すべき損害額から控除すべきことは当然であるとして、上告人らの請求を

右控除後の損害額に弁護士費用の損害を加算した金額及びこれらに対する遅延損害

金の支払を求める限度で認容すべきものであるとした。

　四　しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次の

とおりである。

　１　甲及び乙が一つの交通事故によってその被害者丙に対して連帯して損害賠償

責任を負う場合において、乙の損害賠償責任についてのみ過失相殺がされ、甲及び

乙が賠償すべき損害額が異なることになることがある。この場合、甲が損害の一部

をてん補したときに、そのてん補された額を乙が賠償すべき損害額から控除するこ

とができるとすると、次のような不合理な結果が生ずる。すなわち、乙は、自己の

責任を果たしていないにもかかわらず右控除額だけ責任を免れることになるのに、
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甲が無資力のためにその余の賠償をすることができない場合には、乙が右控除後の

額について賠償をしたとしても、丙はてん補を受けるべき損害の全額のてん補を受

けることができないことになる。また、前記の設例において、甲及び乙が共に自賠

責保険の被保険者である場合を考えると、甲の自賠責保険に基づき損害の一部がて

ん補された場合に右損害てん補額を乙が賠償すべき損害額から控除すると、乙の自

賠責保険に基づきてん補されるべき金額はそれだけ減少することになる。その結果、

本来は甲、乙の自賠責保険金額の合計額の限度で被害者の損害全部をてん補するこ

とが可能な事故の場合であっても、自賠責保険金による損害のてん補が不可能な事

態が生じ得る。以上の不合理な結果は、民法の定める不法行為法における公平の理

念に反するといわざるを得ない。

　したがって、甲がしたてん補の額は丙がてん補を受けるべき損害額から控除すべ

きであって、控除後の残損害額が乙が賠償すべき損害額を下回ることにならない限

り、乙が賠償すべき損害額に影響しないものと解するのが相当である。�

　２　これを本件について見ると、本件事故は、被上告人Ｂ１及びＤの過失により

発生したものであり、Ｅがてん補を受けるべき損害は、Ｅの過失を考慮すると、五

七三八万四三六二円であるところ、Ｄが賠償すべき損害額は右と同額であり、被上

告人らが賠償すべき損害額は前記一５の過失相殺後の三六二四万二七五五円である。

そして、本件てん補額三〇〇〇万円を右五七三八万四三六二円から控除すると、Ｅ

の残損害額は二七三八万四三六二円となるから、被上告人らが賠償すべき損害額は、

右と同額となる。また、上告人Ａ２の損害についても、以上と同様であって、同上

告人がてん補を受けるべき損害額は五七万六七四七円であるところ、Ｄが賠償すべ

き損害額は右と同額であり、被上告人らが賠償すべき損害額は前記過失相殺後の三

七万四八八五円であって、本件てん補額二九万二八六〇円を右五七万六七四七円か

ら控除すると、同上告人の残損害額は二八万三八八七円となるから、被上告人らが
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賠償すべき損害額は、右と同額になる。

　３　そうすると、右と異なる原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があ

り、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由がある。

　五　以上に説示したところによると、被上告人らは、各自、上告人Ａ１に対して

は、Ｅの右残損害額の二分の一相当の一三六九万二一八一円に弁護士費用の損害と

して一〇〇万円を加算した一四六九万二一八一円並びにうち一三六九万二一八一円

に対する本件事故発生の日である平成五年八月一七日から、及びうち一〇〇万円に

対する被上告人Ｂ１については訴状送達日の翌日である平成七年三月一七日から、

被上告会社については訴状送達日の翌日である同月一八日から各支払済みまで年五

分の割合による遅延損害金の支払義務があり、上告人Ａ２に対しては、Ｅの右残損

害額の二分の一相当の一三六九万二一八一円及び同上告人の右残損害額二八万三八

八七円に弁護士費用の損害として一〇〇万円を加算した一四九七万六〇六八円並び

にうち一三九七万六〇六八円に対する平成五年八月一七日から、及びうち一〇〇万

円に対する被上告人Ｂ１については平成七年三月一七日から、被上告会社について

は同月一八日から各支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払義務がある

から、これと同旨の上告人らの請求はすべて理由がある。したがって、原判決中上

告人らの敗訴部分は破棄を免れず、これを主文第一項のとおり変更するのが相当で

ある。

　よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

　　　　　最高裁判所第三小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　尾　　　崎　　　行　　　信

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　園　　　部　　　逸　　　夫

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　千　　　種　　　秀　　　夫

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　元　　　原　　　利　　　文
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　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　金　　　谷　　　利　　　廣
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